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制定 

最終改正 2023（令和５）年３月24日 

第１章 総則 

第１条 本大学院は、キリスト教に基づく福岡女学院創立の精神に則り、総合的かつ精深・

高度な学術研究を行うとともに、専門的知識と研究能力を備え、国際社会に対応できる女

性を育成するための教育を行うことを目的とする。 

第２章 組織、学生定員及び修業年限 

第２条 本大学院に、人文科学研究科修士課程を置く。 

２ 本研究科は、人文科学分野において広い視野に立ち、精深な学識を授け、高度の専門性

を要する職業等に必要な能力を養うことを目的とする。 

第３条 本研究科に、比較文化専攻、臨床心理学専攻及び発達教育学専攻を置く。 

第３条の２ 比較文化専攻は、言語・文学・思想などの文化現象を比較研究するとともに、

それによって修得した高度な専門知識と広い視野でもって国際社会で活躍し得る人材の

育成を目的とする。 

臨床心理学専攻は、臨床心理学に関する精深な知識と技術をもち、広い視野に立って

人々の心のケアに携わる専門家の育成を目的とする。 

発達教育学専攻は、子どもの心身の発達への深い理解と高度な知識に基づいた教育・援

助方法を身につけ、子どもの生きる力と豊かな心を育む教育・研究の専門家の育成を目的

とする。 

第４条 入学定員及び収容定員を次のように定める。 

課程 修士課程 

研究科 専攻 入学定員（名） 収容定員（名） 

人文科学研究科 比較文化専攻 5 10 

臨床心理学専攻 10 20 

発達教育学専攻 5 10 

第５条 修士課程の標準修業年限は２年とする。ただし、４年を超えて在学することはでき

ない。 

第６条 第５条の規定にかかわらず、長期履修学生として入学を認められた学生は、４年を



 

超えて在学することができる。ただし、６年を超えて在学することはできない。 

第３章 学年、学期及び休業日 

第７条 本大学院の学年、学期及び休業日については、福岡女学院大学学則第６条、第７条、

及び第８条を準用する。 

第４章 教育課程 

第８条 本大学院における教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以

下「研究指導」という）によって行うものとする。 

第９条 研究科の授業科目の編成及びその単位数は、別表１のとおり定める。 

第10条 人文科学研究科の授業科目の履修方法は別に定める。 

第11条 教育研究上有益と認めるときは、学生は他の大学の大学院及び本学学部の授業科

目を履修することができる。 

２ 前項の規定により修得した単位は、合計10単位を超えない範囲で、本大学院において

履修したものとみなすことができる。ただし、第13条の規定により認定された単位と合

わせて10単位を超えないものとする。 

第12条 教育研究上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所との協議に基づき、

学生が他の大学の大学院及び研究所において必要な研究指導を受けることを認めること

ができる。 

２ 当該研究指導を受ける期間は、１年を超えることはできない。 

第13条 学生が入学前に他の大学の大学院において修得した単位については、10単位を超

えない範囲で本大学院において修得したものとみなすことができる。 

第14条 授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告により、当該科目担当教員が行う。 

第５章 課程の修了及び学位の授与 

第15条 本大学院に２年以上在学し、所定の授業科目を32単位以上修得し、かつ、必要な

研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格した者については研究科委員会

の審議を経て、学長が課程の修了を認定する。ただし、優れた研究業績を上げたと認めら

れた者の在学期間に関しては、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の場合において、研究科が当該課程の目的に応じ適当と認める場合は、特定の課題

についての研究の成果をもって学位論文の審査に代えることができる。 

３ 学位論文の審査及び最終試験については、別に定める。 

第16条 各専攻において修士課程の修了を認定した者に対しては次の学位を与え、学位記

を授与する。 



 

(1) 比較文化専攻 修士（比較文化） 

(2) 臨床心理学専攻 修士（心理学） 

(3) 発達教育学専攻 修士（発達教育学） 

２ 学位の授与に関する規程は、別に定める。 

第６章 免許及び資格の取得 

第17条 幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状の所要資格を有する者で、それぞ

れの学校の教諭の専修免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則

に定める必要単位数を修得しなければならない。 

２ 本大学院の研究科において、取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりとする。 

研究科 専攻 免許状の種類 

人文科学研究科 発達教育学専攻 幼稚園教諭専修免許状 

小学校教諭専修免許状 

第７章 入学、休学、復学、退学、除籍、転入学、留学及び再入学 

第18条 本大学院に入学にできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

(3) 文部科学大臣の指定した者 

(4) 学校教育法第104条第７項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構か

ら、学士の学位を授与された者 

(5) その他、本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

第19条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、十分な理由があると認めたときには、

教育上支障がない限り、学期の始めとすることができる。 

第20条 本大学院への入学を志望する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める

書類及び写真を添えて、所定の期日までに願い出なければならない。 

第21条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行い、合格者を決

定する。 

第22条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに誓約書、

その他所定の書類を提出するとともに、入学金その他指定された納入金を納付しなければ

ならない。 

２ 学長は前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

第23条 疾病その他やむを得ない理由で、３ヶ月以上修学できない者は、保証人連署の上



 

理由書を付して願い出、学長の許可を得て休学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者について、学長は休学を命ずるこ

とができる。 

第24条 休学期間は、１年以内とする。ただし特別の理由がある場合は、休学期間の延長

を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して２年を越えることはできない。 

３ 休学期間は、第５条及び第６条の在学期間には算入しない。 

４ 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。 

第25条 退学を希望する者は、その理由を記して、保証人連署のうえ、願書を学長に提出

しなければならない。 

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、研究科委員会の審議を経て、学長がこれを

除籍することができる。 

(1) 期限までに学費の納入を行わず、督促してもなお納付しない者 

(2) 第５条及び第６条に定める在学年限を超えた者 

(3) 第24条第２項に定める休学期間を超え、なお復学できない者 

(4) その他除籍が必要と認められる者 

第27条 他の大学の大学院に入学又は転入学を志願しようとする場合は、学長の許可を得

なければならない。 

２ 転入学が決定した者は、第25条と同様の退学願を学長に提出しなければならない。 

第28条 外国の大学の大学院で学修することを志願する者は、学長の許可を得て留学する

ことができる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第５条及び第６条に定める在学期間に含めることが

できる。 

３ 第11条の規定は、外国の大学の大学院へ留学する場合に準用する。 

第29条 次の号に該当する者で、本大学院への入学（再入学）を志願する者があるときは、

選考の上、相当年次に入学を許可することがある。 

(1) 大学の大学院を修了、又は退学した者及び除籍された者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並

びに在学すべき年数については、研究科委員会の審議を経て学長が決定する。 

第８章 賞罰 

第30条 学生として表彰に価する行為があった者は、研究科委員会の審議を経て、学長が



 

これを表彰することがある。 

第31条 本大学院の学則又は諸規定に違反し、又は学生としての本分に反する行為があっ

た者は、研究科委員会の審議を経て、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学処分は次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがない者 

(2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて、出席常でない者 

(4) 本大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

第９章 学費 

第32条 入学志願者は、入学検定料として32,000円を納入しなければならない。 

第33条 本大学院学生は、次の納入金を指定された期日までに納入しなければならない。 

(1) 入学金 本学からの入学生 110,000円 

他大学からの入学生 210,000円 

(2) 授業料 504,000円 

(3) その他の必要な費用 

第34条 一旦納めた納入金は過誤によるもの以外は、一切返還しない。 

第35条 休学期間中は、在籍料として年額120,000円を徴収する。ただし、留年学生は除く

ものとする。 

２ 前項の在籍料の取扱いについては、別に定める。 

３ 学位論文未提出のみにより標準修業年限を超えて在籍する者の学生納付金は、半額を免

除する。 

第36条 学費支弁の困難な者に対しては、その実情と学業成績とにより、一部を免除又は

貸与することがある。 

第10章 教職員組織及び運営組織 

第37条 本大学院における授業及び研究指導は、本大学院担当の本学教員が行う。 

第38条 本大学院に大学院委員会を置く。 

２ 大学院委員会は本大学院の重要事項の審議にあたる。 

３ 大学院委員会に関する規則は別に定める。 

第39条 本大学院研究科に研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会は、その研究科の授業科目を担当する本大学教員をもって構成し、研究科



 

長が必要であると認めた場合は、その他の職員を加えることができる。 

第40条 研究科委員会は、学長の委任により研究科長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 研究科委員会に関する事項は別にこれを定める。 

３ 研究科委員会は、校納金の改正等、理事会の専決事項については、意見を述べることは

できるが、審議することはできない。 

第41条 本大学院に関する事務の執行は、大学の事務組織がこれにあたる。 

第11章 研究指導施設及び厚生保健施設 

第42条 学生の自由な研究には、本大学院研究室及び本学附属図書館を利用させる。 

第43条 教職員及び学生の一般保健には本学保健室を利用する。 

第12章 聴講生、科目等履修生、研究生、特別研究生、特別研究員及び委託生 

第44条 本大学院において、聴講又は授業科目等の履修を志願する者があるときは、選考

の上、教育研究に支障のない限り、これを許可することがある。 

２ 聴講生、科目等履修生、研究生、特別研究生、特別研究員及び委託生に関する規定は別

にこれを定める。 

第13章 外国人留学生及び長期履修学生 

第45条 本大学院に外国人留学生として入学を志願する者には、選考の上、入学を許可す

ることがある。 

２ 外国人留学生に関する規定は別にこれを定める。 

３ 本大学院に長期履修学生として入学を志願する者には、選考の上、入学を許可すること

がある。 

４ 長期履修学生に関する規定は別にこれを定める。 

第14章 学則等の準用 

第46条 この学則に定めるもののほか、本大学院の学生に関し、必要な事項は、福岡女学

院大学学則及びその他の福岡女学院諸規程を準用する。 

第15章 自己点検・評価 

第47条 本大学院は、第１条の目的を達成するため、自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検項目及び実施体制については、別に定める。 

第16章 改廃 

第48条 この学則の改正は、大学院委員会の審議を経て、理事会が行う。 

附 則 １ 

この学則は、2003（平15）年４月１日から施行する。 



 

附 則 ２ 

１ 第９条別表１の一部を改正し、2004（平16）年４月１日から施行する。 

附 則 ３ 

１ 第１条、第18条、第９条別表１の一部を改正し、2005（平17）年４月１日から施行す

る。ただし、別表１(1)は2003（平15）年度入学生から適用する。別表１(2)は2004（平

16）年度入学生から適用する。 

２ 第１条及び第18条の改正は、2006（平18）年度入学生から適用する。 

附 則 ４ 

１ 本改正学則は、2006（平18）年４月１日から施行する。ただし、別表１は2006（平18）

年度入学生から適用する。 

附 則 ５ 

１ 本改正学則は、2008（平20）年４月１日から施行する。ただし、第15条は2006（平18）

年度入学生から適用する。 

附 則 ６ 

１ 本改正学則は、2010（平22）年４月１日から施行する。 

附 則 ７ 

この学則は、2011（平23）年４月１日から施行する。 

附 則 ８ 

この学則は、2014（平26）年４月１日から施行する。ただし、2013（平成24）年度以前

の入学生については、なお従前の例による。 

附 則 ９ 

この学則は、2015（平27）年４月１日から施行する。ただし、2014（平26）年度以前の

入学生については、なお、従前の例による。 

附 則 10 

この学則は、2016（平28）年４月１日から施行する。ただし、2015（平27）年度以前の

入学生については、なお、従前の例による。 

附 則 11 

この学則は、2017（平29）年４月１日から施行する。ただし、2016（平28）年度以前の

入学生については、なお、従前の例による。 

附 則 12 

この学則は、2018（平30）年４月１日から施行する。ただし、2017（平29）年度以前の



 

入学生については、なお、従前の例による。 

附 則 13 

この学則は、2019（平31）年４月１日から施行する。ただし、2018（平30）年度以前の

入学生については、なお、従前の例による。 

附 則 14          

この学則は、2023（令和５）年４月１日から施行する。ただし、2022（令和４）年度以

前の入学生については、なお従前の例による。 



 

別表１（第９条関係） 

１ 人文科学研究科 

授業科目及び単位数 

（一）比較文化専攻 

基礎科目必修４単位、基幹科目選択６単位以上、基礎科目、基幹科目及び関連科目選択18

単位以上、特別研究科目必修４単位、合計32単位以上修得のこと。 

 
授  業  科  目 

単 位 数 
備  考 

必 修 選 択 

基 

礎 

科 

目 

キリスト教と人間 

比較文化研究 

日本文化研究 

英米文化研究 

２ 

２ 

 

 

２ 

２ 

 

 

 

基 

幹 

科 

目 

比較文化研究Ⅰ 

比較文化研究Ⅱ 

比較文化研究Ⅲ 

比較文化研究Ⅳ 

比較文化研究Ⅴ 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

  ２ 

６ 

単 

位 

以 

上 

選 

択 
 

関 

連 

科 

目 

【第Ⅰ類】 

日本文学研究Ⅰ 

日本文学研究Ⅱ 

日本語学研究Ⅰ 

日本語学研究Ⅱ 

日本語教育Ⅰ 

日本語教育Ⅱ 

日本文化特殊研究Ⅰ 

日本文化特殊研究Ⅱ 

【第Ⅱ類】 

英語圏文学研究Ⅰ 

英語圏文学研究Ⅱ 

英語学研究Ⅰ 

英語学研究Ⅱ 

応用言語学研究 

言語習得研究 

コミュニケーション研究 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

特 

別 

研 

究 

科 

目 

特別研究Ⅰ 

特別研究Ⅱ 

２ 

２ 

 

 

 

 

 

 

基礎科目、 

基幹科目 

及び関連 

科目から 

１８単位 

以上選択 



 

 

（二）臨床心理学専攻 

基礎科目必修６単位、基幹科目必修12単位、展開科目および関連科目から選択10単位以上、

特別研究科目必修４単位、合計32単位以上修得のこと。 

 
授  業  科  目 

単 位 数 
備  考 

必  修 選 択 

基 

礎 

科 

目 

キリスト教と人間 

臨床心理学特論Ⅰ 

臨床心理学特論Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

 

基 

幹 

科 

目 

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） 

臨床心理面接特論Ⅱ 

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） 

臨床心理査定演習Ⅱ 

臨床心理基礎実習Ⅰ 

臨床心理基礎実習Ⅱ 

臨床心理実習Ⅰ 

臨床心理実習Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

１ 

  

展 

開 

科 

目 

社会心理学特論 

障害児者心理学特論 

家族心理学特論（家族関係・集団・地域社会における心理支援に

関する理論と実践） 

心理学研究法特論 

心理統計法特論 

人格心理学特論 

発達心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 

精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 

投影法特論 

臨床薬理学特論 

学校臨床心理学特論（教育分野に関する理論と支援の展開） 

心理療法特論 

 ２     

２ 

２ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０単位以上選択 

関 

連 

科 

目 

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 

産業・労働分野に関する理論と支援の展開 

心の健康教育に関する理論と実践 

心理実践実習Ⅰ 

心理実践実習Ⅱ 

心理実践実習Ⅲ 

心理実践実習Ⅳ 

心理実践実習Ⅴ 

心理実践実習Ⅵ 

 ２ 

２ 

２ 

３ 

１ 

２ 

１ 

２ 

１ 

 

特 

別 

研 

究 

科 

目 

特別研究Ⅰ 

特別研究Ⅱ 

２ 

２ 

 

 

 

 



 

（三）発達教育学専攻 

基礎科目必修８単位、基幹科目必修２単位、基幹科目及び関連科目から選択18単位以上、

特別研究科目必修４単位、合計32単位以上修得のこと。 

 
授  業  科  目 

単 位 数 
備  考 

必 修 選 択 

基 

礎 

科 

目 

発達教育学特論 

発達教育学研究法 

発達教育学講究Ⅰ 

発達教育学講究Ⅱ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

基 

幹 

科 

目 

教育学特論 

学校教育特論 

国語教育研究 

身体教育学研究 

音楽教育学研究 

教科教育実践と指導法の改善 

学級経営と授業改善 

教育統計法特論 

発達教育学実践演習 

発達心理学特論 

教育心理学特論 

学校心理学特論 

発達臨床心理学特論 

教育相談・カウンセリング実践演習 

特別支援教育特論 

小児医学特論 

キリスト教と人間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

 

 

 

基幹科目及び   

関連科目から   

  １８単位以上選択 

関 

連 

科 

目 

理科教育研究 

社会科教育研究 

表現教育研究 

保育内容研究 

教育評価・心理検査（含実習） 

生徒指導・キャリア教育（含実習） 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

基幹科目及び   

関連科目から   

  １８単位以上選択 

特 

別 

研 

究 

科 

目 

発達教育学特別研究Ⅰ 

発達教育学特別研究Ⅱ 

２ 

２ 

 

 

 

 

 

  

 


